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Toward 

Degradation in Rural Areas of Japan 
in Relation to Sport Resort Construction Boom. 

alternative rural' development for a sport & Ieisure oriented 

Kazunori MATSUMURA, Toshiaki SATO 

society l 

Traditionally, the hamlets and villages in rural Japan have enjoyed a certain degree of autononry 

in regard to decision.s related to land and resources, of course, many of these areas have also enjoyed 

spectacular natural environments which have been relatively untouched when compared with urban 

areas. However, with the recent incursion of multi-million dollar sport-resort facilities into these 

areas, both the environment and traditional autonomy have been greatly damaged. 

With the intention of changing the life-style of the Japanese people by introducing more leisure 

activities, the Japanese government has initiated several projects which also aim at increasing li･v-ing' 

standards in rural areas. 

These projects include, the "New Settlement Project in local areas" (The 3 rd Project of de-

velopment Policy 1977), the "Toward Decentralized National Land" project (The 4 th Project of the 

Development Policy 1987) , and the "Resort Act" (1987). 

One of the goals of these policies is to replace agriculture & forestry based industries with 

alternative ones backed by private capital. Special attention must be paid to resort construction pro-

jects which comprise mainly of huge sport facilities, such as golf courses, ski slopes and marinas etc. 

These facilities have been seen the cause of emvironmental and political degradation. 

It is time for sport sociologists in Japan to concentrate on finding action programs for such"Sport 

and Environment Problems" Focus should not only be on natural emvironment but olso on the lives 

and traditions of the local people. 

This is one of a series of papers entitled "Toward an alternative development for a sport & Iei-

sure oriented society". 

Key words : Sport-Resort, Resort Act, Environment, Altenative development 
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小序
　本稿は，地域杜会学とスポーツ社会学を架橋し

て新たなジャンルを切り開くことをめざす一連の

研究報告の第一報である注1）。

　消費生活が自律化し，余暇生活が独立してきた

日本社会が，「豊かな社会」として我々に何をも

たらしたのかを，地域生活の現場にたって検証す

ることが本稿を含めた「『スボーツの現代化』と

地域開発の課題」をテーマとする共同研究のねら

いである。

　環境問題，自然保護運動，緑ブーム，リサイク

ル運動，原発反対運動など，エコロジーブームと

いわれる近年の関心の高まりは，既存学問領域の

馬塞を取り払うよう要請している。本稿のテーマ

に即してこの課題を考えてみるならば，大型のス

ポーツ施設（スキー場・ゴルフ場など）を中央に

配したリゾート建設が，山容をすっかり変えてし

まう程自然環境を改変し，ゴルフ場の農薬汚染が

水や土の自然破壊を決定的にするといったことが
柱会問題として登場して来たことなどに顕在化し

ている注2）。

　また，これまでレジャー，観光はいうならば余

暇一余った暇な時問一として，それ自体が自然破

壊や地域生活の破壊をもたらすことの可能性につ

いて充分な検討をすることはなかった。自然保護

運動・リサイクル運動，原発反対運動などは産業

社会の行き過ぎに気付き始めた人々のキャンペー

ンとして先進工業国の中で定着した感があるが，

そうした「過剰」を産みだす構造（システム）と

人々の実践を繋ぐ論理の究明は，近年始まったば

かりだといってよい注3）。

　総合保養地域整備法（＝「リゾート法」1987年）

が火を煽り，日本列島の諸地域をリゾート建設に

むかわせた「バブル経済」は破綻した。しかし，

「過労死」が英語化していることに象徴されるよ

うに，’「時短」を迫る外圧はもはや日本の猶予を

許さぬものとなっている。こうした状況下で，リ

ゾートの本来のあり方が議論される必要が高まっ

ていると思う。「リゾートとは，その土地の人々

の中で生活し，その地の自然や文化を元の姿のま

まで享受することである注4）」ともいわれるが，

実際にはスキー場・ゴルフ場建設を伴った大規模

リゾート建設が，「バブル経済」破綻を尻目に，

地域を特定化して依然として進行している。それ

は高速交通体系と連動して，リゾート開発の地域

的再編成が新たな段階に入って進行していると

いつてよいだろう。

　①長期休暇制度の定着の必要性，②地域振興の

柱としての大規模リゾート開発，③観光・レ

ジャーで内需拡大，こうした三つの背景で消費税

導入をめぐる国会の混乱の中で成立したのが「リ

ゾート法」である。この法律が，今日地方の最後

の頼みの綱としてリゾート建設の各種許認可条件

を緩和することに貢献している。こうした制度の

改変をめざす運動やゴルフ場農薬問題の解決など

も重要な実践課題であるが，次の点が焦眉の研究

課題として認識されなければならない。

　つまり，リゾート開発計一画が頓挫したとしても

地域の高齢化，過疎・過密化，情報の一極集中を

産みだす構造は変わらない。まして，ゴルフ場建

設計画をめぐって割れた地域の傷を癒すには，世

代を超えた時聞が必要となる。リゾート建設がも

たらす社会的影響の実証的研究は広範囲で且つ莫

大な時間を要するものである。さらに，ゴルフ会

員権への投資ブームは正しく「バブル経済」に咲

いた徒華であるが注5），こうした経済的破綻のメ

カニズムの解明のみならず，ゴルフというスポー

ツ実践がもつスポーツとしての論理の究明とその

社会的受容の構造を明らかにすることが，急を要

する課題として認識される必要があるだろう。こ

の後者の研究課題は，アカデミズムの世界での論

議から疎遠なものであったといわざるを得ない。

こうしたスポーツ・リゾートをめぐる様々な研究

課題は，これまでの社会学の領域には馴染まない

ものであっただけでなく，スポーツ社会学の研究

を蓄積して来た体育学の領域においても，研究領

域拡大とパラダイム転換を迫ってきているといっ

てよいだろう。

　本稿は，マクロな調査・統計資料を使い，リゾー

ト開発計画におけるスポーツの位座を検討し，さ

らに，依然として農林業に依存せざるを得ない「地

方」にたいして国策としてのリゾート開発が如何

に展開しているかをみようとするものである。

　また，近年盛んになりつつある環境社会学と

いった超領域的な杜会学の構想にも貢献するよう

心掛けて今後の研究を進めていくことも，出発に

際して明記しておきたい。

I．スボーツ・リゾート開発とスポーツの現状

（1）リゾート建設ブームの背景と問題点
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　四全総の策定段階では，地方経済振興策として

テクノポリスと一村］品運動が想定されていた。

しかし，テクノポリスの中心を成す先端産業は情

報・中枢管理機能の集積する東京圏に集中し，一

村一品運動は全国的に波及したものの類似したも

のが増加して地域経済を振興させるものには至ら

なかった。この様な東京圏の拡大に伴う人口の集

中は，人々の生活環境を悪化させ，自然との触れ

合いを求める都市住民を増大させた。

　「我が国が世界最夫の債権国←なり，アメリカ

から国際収支の不均衡調整を迫られ，また日本の

長時間労働への国際的批判が強まる中で，内需拡

大策としてのリゾート開発政策が登場したのであ
る注6）。」

　加えるに，農産物の輸入自由化の拡大が農業経

営への展望を無残にも打ち砕いた点が指摘されな

ければならない。若年労働力を大都市へ送りだし

た農山漁村は，その活路を見出そうと「都市と農

村の交流」を促進する政策などにも後押しされて，

独自に様々な試みを始めてはいる。しかし，農業

に従事する新規学卒者は全国で1800名をわり

（1991年，1自治体に1人いない状態），林業従

一事者はいうにも及ばないという状況の中で，U

ターンの若者を引きつける都市的な「明るさ」に

乏しい過疎地域を，活性化する術は容易にみつけ

られない。こうした中で，．大資本を中心とした観

光開発を望む地方の声は高まるばかりであった。

そうした過疎地の苦しい事情が「リゾート法」成

立に向って拍車をかけたのである。

　第3次全国総合開発計画（1977年）の定住圏構

想，高度技術集積都市（テクノポリス）構想を待

つまでもなく，高度経済成長以降，新全総を始め

とする日本の開発政策は，その批判者も含めて皆

地方分散論者であった。列島の産業地図は確かに

塗り替えられたが，今日リゾート計画が盛んに取

りざたされる「自然の豊かな」農山村には，一部

地域への半導体製作関連の小規模下請工場以外，

将来に希望を繋ぐような進出は望めなかったとい

える。大規模工場は地方の臨海地区へと移動し，

京浜地区の工場跡地は研究所，管理事務機能を果

たす高層ビルに変身した。高速交通網の整備に

よって関東・南東北への工場移転が進んだ結果，

緒局「東京経済圏を巨大化」させただけといわれ

ている注7）。「工場の機械化，省力化そして自動化

の進展，他方で人手を要する販売，流通，金融部

門一前者が地方で行われ，後者が東京に集中する
のである注8）。」

　さらに，国際金融業務，それにともなう法律事

務所，新たなマスコミ商業，宣伝・広告業務等な

ど，こうしたマーケッティングの中心として東京

へ人と物が吸い寄せられ，さらにそれが新たに第

3次産業の巨大な市場を産みだしている。そして，

低金利の下での東京一極集中は，株価，地価といっ

た資産価格を高騰させ，浮遊する「東京マネー」

はリゾートマンションやゴルフ会員権などへの投

機をうんだ。

　その一端を知るために，「高額品販売の推移」

を．1990年と1986年を比較してみよう。1986年を

100とすると，リゾート・マンション810．2000cc

以上の乗用車568，大型カラーテレビ338，システ

ムキッチン313，海外旅行者数194となっている

（『日経流通新聞』1991年1月5日付より）。『東

京都湯沢町』などのルポルタージュは，こうした

動きが地域社会を如何に困難な状況に追いやって

いくかを適確に表現している。

　また，リゾートづくりの基本的な考え方は，『リ

ゾート事業戦略一リゾートづくりのソフトウェ

アー』（三菱総合研究所編，清文社　1990）では，

次の様に述べられている。

　r元来，．1～ゾ丁トと．1キ郡市牛活1者牟郡季で亭

紬÷ξ岬琴牟い三押常的牟聯（卯婦レ
≦軍柞牟亭祭撃華λg牟カ＝で，．心身をリラックス

させ明日への再生産を行う場所であって，本来的

に優れた自然環境の中で日常の生活を送っている

者が求めるそれとは明らかに始めから二一ズが

違ってくる。」（P188）

　さて，産業構造の変化は工業による汚染物質の

大量排出を削減しつつあるが，対して，サービス

産業部門の環境破壊を危倶する識者も多くなって

来ている。「高度成長で失われた大都市のアメニ

ティをもとめる住民の二一ズもあって，国際国内

的にみて，自然が美しく歴史的街並みの残る地域

に巨大な観光施設がつくられ，大量の観光客が流

入するようになった。」その結果，「環境問題は大

都市地域から過疎地域へと国土全体，あるいは地

球全体へ拡散を始めている」といわれるまでに

なった注9）。こうしたサービス産業化がもたらす

危倶に関して，宮本は早くから警鐘を鳴らしてい

た。

「巨大な固定投資が広域に行われれば行われるほ
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ど，高い利潤を上げる為に，顧客の観光時間を多

様な観光施設で浪費させ，使用料は高くしなけれ

ばならなくなる。この場合には，重化学工業の大

工場による地域開発と形態は違え，本質的には同
じ結果を招く」と注ユ0）。

　宮本らは，リゾート開発を目玉とした四全総に

基づく開発計画が次の様な問題点を抱えている事

を指摘し，r内発的発展」の原則を提示している。

1）地域の既存の産業経済，文化を土台に，これ

　　を育てていく観点に欠けている事。

2）地域開発の目的が経済目的に単一化され過ぎ

　　ているため，環境保全や住民福祉の向上を含

　　む総合的な地域振興をめざす観点に欠けてい

　　る。

3）国際的業務機能（東京圏）やリゾート産業（地

　　方）といった特定の分野の開発を志向する余

　　り，経済環境の変化に脆弱な体質を形成する

　　危険が大きい。（農業と観光業が結びつく必

　　要）

4）地域開発の企画立案と遂行は中央集権的な行

　　財政制度によっており，住民参加に基礎をお

　　く地方自治が弱いため，「民間活力の活用」

　　といいながらも，一般住民の参加制度が準備
　　されていない注11）。

　さて，宮本らは「内発的発展論」の視角からこ

うした樺夕牟閂寧亭宇今日の開発政策に対して指

摘し，もう一つの開発「理念」と湯布院，大山町，

金沢市などを内発的発展の具体的な目標として提

示した。

（2）リゾート開発における「スポーツ」の位座

　以下では，地域振興の「最後の切札」として期

待されるリゾート開発の現状とその中核をなすス

ポーツの問題に論及していこう。

　表1は，「リゾート法」成立時に相前後して公

表されていた大型リゾート基地計画のうち，東

北・北海道の64件について，計画に含まれる主要

な施設を分類して整理したものである。

　ホテル・スキー場・ゴルフ場のいずれか2施設

を含む計画は35プロジェクトに上り，全体の6割

弱を占めている。新潟を含む北陸地区では，その

ほとんどがスキー場計画を持っているといってよ

い。沖縄に到ってはゴルフ場計画を持たないプロ

ジェクトを探すことの方が難しい。いずれにして

も，そのほとんどのリゾート計画にはスポーツ施

設，とりわけ大型のスキー場・一ゴルフ場を備えた

ものとなっているといって良いだろう。すでに見

表1　東北・北海道地区大型リゾート基地計画

主な計画施設 北海道地区 東北地区

ホテル・スキー場・ゴルフ場 8 6
ホテル・ゴルフ場 5 6
ホテル・スキー場 5 5 一北海道は，ホテル含まず

ホテル・プールOrテニス 2 6
ホテル・スケート（テニス） 2 ※九州地区：33計画のうち14

ホテル・マリーナ 3 件がゴルフ場計画をもち，そ

プール・体育館 3 の他に11件がマリン・スポー

水族館 2 ツの施設を含む。沖縄は27計

スケート 1 画ほぼ総てがホテルとゴルフ

その他（水族館・マリーナ・ 4 4 場あるいは，マリン・スポー

キャンプ） ツ施設を建設する。関東地区

計画中 2 はオートキャンプ施設の計画

合計 29 35 が多い。

資料：『大型リゾート基地計画総覧一主要プロジェクトの全貌一』産業タイムズ社1987，7
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見たように，預託会員権による資金調達が企業の

開発リスクを大幅に軽減するゴルフ場は，農薬問

題で様々に告発が続いているにも拘らず，依然と

してリゾート建設計画に欠かせない。他方，スキー

場の建設計画も目白押しで，東北・北海道はいう

に及ばず，九州地方にも登場するに到っている。

次に幾つかの調査データを元にして，こうしたス

ポーツ・リゾート全盛ともいうべき今日の地域開
発について考えてみたい注ユ2）。

　　I「各地で進められているリゾート開発計画

　　　について色々な意見が有ります。あなたの

　　　お考えに近いものを次の中から1つだけお

　　　答え下さい。

　　①自然破壊や災害に繋がる　　…39．9％

　　②地域の活性化になる　　　　…21．7％

　　③全国どこも同じ様な内容の計画で，期待

　　　がもてない　　　　　　　　…17．3％

　　④開発業者の土地買占めに手を貸すことに

　　　なる　　　　　　　　　　　…11．6％

　　⑤余暇開発の切札になる　　　…5．9％

　　⑥分からない・無回答　　　　…3．6％

　　1「それではあなたはリゾート開発を進める

　　　べきだと思いますか，思いませんか。」

　　①積極的に進めるべきだ　　　　…8．1％

　　②慎重に進めるべきだ　　　　　…56．5％

　　③あまり進めるべきではない　　…23．8％

　　④進めるべきではない　　　　…9．0％

　　⑤分からない・無回答　　　　…2．6％

　リゾート開発が地域の活性化になるという人の

約二倍の人が自然破壊を危倶しており，問Iの結

果は約3分の2の人が開発へ批判的である事を示

している。しかしながら，問皿では，65％がリゾー

ト開発を容認する回答となっており，表面的には

大きく矛盾した結果となっている。

　過疎地を多く抱える北海道，北陸，四国ではI

一②への回答が33～38％と大きく，開発への期待

が大きい事に注意したい。合せ考えてみれば，リ

ゾート開発の自然破壊を危倶しながらも，現実的

な過疎状況からの脱却へはこのリゾート開発もい

ざ仕方ないというある意味で諦観した地域の人々

の本音が垣間みれる。

　さらに，注意したいのは，この調査で人々の脳

裏にあるのは大規模なリゾート開発であることが

問わず語りに表れている事である。ホテル・ゴル

フ場・スキー場がリゾート開発の「3種の神器」

といわれるが，こうした巷の定説が調査の回答に

表れている事も注目される。

　次に，日本観光協会が行った「日本人のリゾー

トイメージ」（1988年9月調査注13））のデータを

中心に，リゾート及びリゾートでの活動，スポー

ツヘの意識等について考えてみよう。

　旅行先での主な行動を表す言葉からのイメージ

は温泉51．9％，保養37．0％，自然鑑賞36．3％，ス

ポーツ32．6％，食事25．3％という順になっている。

温泉の根強い人気とリゾートの日本的なイメージ

としての定着度は圧倒的である。スポーツは4位

にあがっており，次の表2でみるように，20歳代

以下では抜きん出た数字がならんでいる。男女を

問わず，この年代は，活動的なレクリエーション

の場としてリゾートをイメージしていることを示

している。

　職業別でこのデータを再分類すると農林漁業者

は保養，慰安（スポーツは歴史探訪同様に低く

13．1％）をあげ，事務・技術職は温泉に次いで，

スポーツを挙げている（43％）。さらに，学生は

他の職種と大きく異なり，スポーツ（71．0％），

自然鑑賞（35．7％），食事（32．9％）の順で，著

しい特徴を示している。

　さて，リゾートに必要な施設やサービスの機能

を訊ねた問の回答では，次の様な結果がでている。

総じて，スポーツの志向が根強く，10％以上の回

答を得た上位20のうち，広義のスポーツ関連施設

は7つを数える。

　リゾートと関連するキイワードは，温泉・白

然・スポーツという結果が調査全体から言えると

思う。しかし，「リゾートライフといえる日数」

を尋ねて「1週問程度」と答える人が30．1％，そ

れ以下は47．5％にも上がっており，欧米の数字を

挙げるまでもなく，極めて短期間の「旅行」とい

う意識でリゾートを受けとっている。さらに，宿

泊観光旅行希望泊数を尋ねた時，先ほど「1週問

程度」とこたえた745名の内，552名がこの質問に

答えて，1泊旅行を希望する人144名（26．0％），

2泊・247名（44．7％）3泊・78名（14．1％），実

に1～3泊の旅行を希望する人が約85％に達して

いる。これが，日本の「リゾートライフ」の現実

というべきだろう。

　年齢別・性別に有給休暇の使用日数をみると，

平均6．7日，5．1日（2σ代前半男性・女性），平均
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表2　リゾート地での主な行動

第　　　1　　位 第　　　2　　位 第　　　3　　位

15－17歳〔男〕 ス　ポー　ツ（74．7％） 自　然鑑賞（31．6％） 食　　　　事（30．4％）

〔女〕 ス　ポー　ツ（71．6％） 食　　　　事（37．3％） 自然鑑賞（35．8％）
18～19歳〔男〕 ス　ポー　ツ（65．1％） 自然鑑賞（37．2％） 温　　　　泉（34．9％）

〔女〕 ス　ポー　ツ（71．8％） 温　　　　泉（53，8％） 自然鑑賞（48．7％）
20－24歳〔男〕 ス　ポー　ツ（67．0％） 温　　　　泉（36．3％） 自然鑑賞（33．0％）

〔女〕 ス　ポー　ツ（57．！％） 温　　　　泉（44．8％） 自然鑑賞（42．9％）
25－29歳〔男〕 ス　ポー　ツ（65．3％） 保　　　　養（48．0％） 温　　　　泉（40．0％）

〔女〕 ス　ポー　ツ（57．3％） 保　　　　養（46．9％） 温　　　　泉（45．8％）

30～34歳〔男〕 温　　　　泉（60．2％） ス　ポー　ツ（53．1％） 保　　　　養（36，7％）

〔女〕 温泉・自然鑑賞（47．5％） ス　ポー　ツ（39．8％） 保　　　　養（34．7％）

35～39歳〔男〕 温　　　　泉（51．5％） 保　　　　養（46．6％） 自然鑑賞（42．9％）
〔女〕 自然鑑賞（48．3％） 温　　　　泉（46．5％） 保　　　　養（42．4％）

40～49歳〔男〕 温　　　　泉（55．8％） 保　　　　養（45．4％） 自然鑑賞（38．5％）
〔女〕 温　　　　泉（53．8％） 保　　　　養（41．8％） 自然鑑賞（39．9％）

50－59歳〔男〕 温　　　　泉（62，8％） 自　然鑑賞（34．3％） 保　　　　養（32．9％）

〔女〕 温　　　　泉（59．7％） 保　　　　養（31．1％） 自然鑑賞（30．1％）
60－69歳〔男〕 温　　　　泉（66．9％） 保　　　　養（36．6％） 自然鑑賞（27．5％）

〔女〕 温　　　　泉（62．4％） 保　　　　養（38．5％） 自然鑑賞（23．9％）
70歳以上〔男〕 温　　　　泉（61．2％） 自然鑑賞（28．4％） 保　　　　養（25．4％）

〔女〕 温　　　　泉（50．0％） 保　　　　養（28．8％） 自然鑑賞・慰安（16．7％）

出典：『日本人のリゾート・イメージ』日本観光協会　1988年

　　　　　　　　表3　リゾートに必要な施設・サービス

温　泉　　　　　　　　72．1％
森林公園・植物園　　　　　　35．5％

自然歩道（ハイキングコース）　35．3％

海水浴場　　　　　　　　　　29．1％

プー　ル　　　　　　　　　　28．8％

土産品店　　　　　　　　　　27．7％

テニスコート　　　　　　　　26．0％

貸白転車施設　　　　　　　22，4％
ファミリーレストラン　　　　　22．3％

遊園地　　　　　　　21．9％
ゴルフ場　　　　　　　　　20．6％

スキー場　　　　　　　　　　20．1％

博物館・郷土資料館　　　　　　17．2％

レンタカー　　　　　　　　　　15．4％

牧　場　　　　　　　　14．9％
美術館　　　　　　　12．8％
手作り体験工房（木工・陶芸等）12，3％

ボーリング場　　　　　　　　n．6％

高級レストラン　　　　　　　u．5％

ラーメン・寿司等食堂　　　　10．5％

観光農園

劇場・音楽ホール

食品スーパーマーケット

商店街

居酒屋

スポーツジム

ゲームセンター

映画館

カラオケスナック

書　店
ファーストフード店

デイスコ

コインランドリー

図書館

美容院・理容院

日用品等のレンタルショップ

カジノ

ビデオ等のレンタルショップ

託児所

日曜大工用品店（D　I　Y店）

不　　明

9．3％

8．4％

8．3％

8．1％

7．9％

7．4％

6．8％

6．7％

6．7％

6．5％

5．7％

5．7％

5．5％

4．6％

3．9％

3．4％

3．2％

2．4％

1．8％

1．O％

2．2％

出典：『日本人のリゾートイメージ』日本観光協会　1988年



表4　リゾート地に必要な要素

　　　　　　一スポーツ施設が充実している一

サンプル かなり必 まあ必要 あまり必 必要で 不 明

数 要である である 要でない ない

合 計 2474 601 774 649 324 126

100．0 24．3 31．3 26．2 13．1・ 5．1

宿泊観光旅行希望費用総額

5千円未満 6 2 1 3 ■ 一

100．O 33．3 16．7 50．0 一 I
1万円未満 52 19 16 12 2 3

100．O 36．5＋ 30．8 23．1 3．8一 5．8

1万5千円未満 138 37 43 38 17 3
100．0 26．8 31．2 27．5 12．3 2．2

2千円未満 192 59 65 40 19 9
100．0 30．7＋ 33．9 20．8 9．9 4．7

3万円未満 350 98 106 101 31 14

100．0 28．C 30．3 28．9 8．9一 4．0

4万円未満 275 64 98 72 27 14

100．0 23．3 35．6 26．2 9．8 5．1

5万円未満 270 71 95 51 37 16

100．O 26．3 35．2 18．9一 13．7 5．9

7万円未満 157 46 36 41 22 12

100．0 29．3 22．9一 26．1 14．0 7．6

10万円未満 ・128 22 45 42 15 4
100．O 17．2 35．2 32，8 11，7 3．1

10万円以上 65 19 20 15 6 5
100．O 29，2 30．8 23．1 9．2 7．7

わからない 159 42 54 37 ！9 7
100．0 26．4 34．0 23．3 11．9 4．4

宿泊観光旅行希望泊数
1
． 泊 541 134 185 140 57 25

100．0 24．8 34．2 25．9 10．5 4．6

2 泊 783 210 252 191 89 41

100．0 26．8 32．2 24．4 11．4 5．2

3 泊 223 57 69 64 28 5
100．0 25．6 30．9 28．7 12．6 2．2

4 泊 59 19 ！2 16 9 3
100．0 32．2 20．3 27．1 15．3 5．1

5泊以上 44 14 13 10 3 4
100．0 31．8 29．5 22．7 6．8 9．1

わからない 142 45 48 31 9 9
100．0 31．7＋ 33．8 21．8 6．3一 6．3

出典： 『日本人のリゾート・イメージ』日本観光協会 1988年
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5．7日，7．6日（20代後半，男・女）となっている。

たいして，有給休暇「なし」という回答は，20代

後半男性で23％，30代前半で24％に上る。

　表4は，リゾート地に必要な要素として「スポー

ツ施設が充実している」ことについての回答であ

る。必要としている人は全体で約56％であるが，

旅行の希望日数の長い人がスポーツ施設を強く望

んでいる。また，宿泊観光旅行のための希望費用

額を合わせ考えると，1～2泊で旅行費用3～4

万円位の人がスポーツ施設を望んでいることが推

測できる。

　総じて，特に学生に顕著であるが，大変活動的

で短いリゾートライフのイメージが調査結果から

浮かび上がってくる。

　次に，続く研究報告の裏磐梯地区のリゾート開

発の事例とスポーツ活動との関わりに深く関連し

ているスキーについて触れておこう。スキー人口

を始めとして「スポーツ人口」の実態を知る事は．

大変難しい。信頼し得る統計的なデータをうるこ

とは不可能であるが，以下ではそ柞を代替し得る

スポーツ用品市場のデータとレジャー白書での数

字を眺めてみる。

　スポーツの市場規模は，『レジャー白書』によ

れば1986年3．5兆円（シェア6．8％），1988年3．7兆

円（シェア6．3％），1990年4．5兆円（シェア6．6％）

となっている。1988年代で，繊維（3．O兆円），

窯業・土石（3．8兆円），紙・パルプ（3．1兆円）

規模の市場となっている。さらに，通産省政策局

が推定した「業域を広げたスポーツ産業の市場規

模」では，6．4兆円となっている注14）。化学（9．1

兆円），農林水産業（9．3兆円）等に次ぎ，金属

製品の総生産（5．5兆円）を凌ぐことになる。

　余暇市場の「スポーツ部門」のデータに少し注

目してみよう。スポーツ用品では，1990／1989年

で市場の伸び率をみると近年のスポーツの動向が

推測できる。ゴルフ用品が11．5％，スキー・スケー

ト・水上スキー用品19．4％，ゴルフ場13．5％，ゴ

ルフ練習場12．3％，スポーツ自転車12．6％の伸び

を示し，他の余暇部門の進展を圧倒している。

　つまり，すでに見たように，リゾート開発に付

帯するスポーツ施設がスキー場，ゴルフ場，マリー

ナに集敏して来ている近年の動向とこうしたス

ポーツ市場の動きが相同性をもっていることに注

目しなければならない。スポーツ市場・スポーツ

人口（実践）の詳細な研究が今後望まれるが，以

図1　（株）ヴィクトリア会社経歴

（日本スポーツエ業新聞1986111．3）
『
票
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下に上げる2つの資料もスポーツ市場の拡大と，

特化されるスポーヅ種目（スキーなど）を傍証し

ている。

　まず，スキー板の輸入の推移をみると，1978年

に30万7千台であったものが，44万9千台（1981

年），60万7千台（1984年），83万5千台（1987年），

142万8千台（1989年）と約10年で4．65倍に伸び，

特に87年から89年にかけての増加に著しいものを

みることができる（『日本スポーツエ業新聞』

1988．1．25．1989．12．4付より）。図1は都市郊外で，

スキー・ゴルフ用品販売で近年実績を伸ばしてき

ている株式会社ヴィクトリアのデータである。業

界の急成長を裏づけており，その会社は米国の有

名スキーリゾートの経営にも進出している。

II東北地方における地域開発政策の展開と農山村

（1）東北の農山村社会の変動と地域開発

　東北の農村は戦後日本の発展過程において，労

働力供給源，食糧基地という位置づけがなされて

きた。しかし実際には，全国総合開発計画（1962

年）から四全総（1987年）に至る地域開発計画が

展開する過程において，農業生産力後退要素の拡

大という事態が進行し注15），さらに農業の機械化
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が進展する中で，労働市場の拡大による人口移動

と農家の兼業化注I6），さらには地域社会の空洞化

につながる過疎の著しい進行がみられる。つまり，

地域開発が地域振興策といいつつも農山村社会の

衰退化を食い止め得なかったわけである。

　そこで以下では，スキー場とゴルフ場に特化す

るスポーツ・リゾート開発の傾向を踏まえて，東

北の農山村の問題状況について，主に農林業統計

に基づいて整理する。合せて，リゾート開発構想

が如何なる地域間格差を伴った状況の下で展開し

ているのかについて「リゾート法」指定第1号の

「会津フレッシュリゾート」構想が進行中の福島

県を事例に分析してみたい。

　ところで，諸種の振興法にもとづく地域指定は

農山村地域にとってその社会変動の政策的要因で

ある。東北6県の市町村自治体400（1991年12月

現在）における指定地域の状況を確認しておくと，

「低開発地域工業開発促進法」（1961年）の指定

地域が23％であるが「農村地域工業導入促進法」

（1971年）による計画地域は6割を越え，次いで

「山村振興法」（1965年）の振興山村指定が50％，

過疎地域指定（「過疎地域活性化特別措置法」

1990年）が約40％である。振興山村指定に対して，

市の60％が指定を受けているのは，戦後の町村合

併において，中心的自治体が周辺自治体を包接す

る過程で山間部地域も多く取り込んで来たからで

ある。また，振興山村，過疎地域ともに町村のお

よそ半数が指定されているが，両方に指定されて

いる町村数は全体の30％にも上る。他方，農村工

業導入計画地域や低開発地域工業開発指定地域は

どちらかというと市レベルでの指定が多い。ただ

し農村工業導入計画地域が町村でも60％を越えて

おり，このことは全面的な工業化政策の展開状況

を示している。

　このような地域開発，工業化政策は農閑期の出

稼ぎが中心であった農家兼業に在宅通勤兼業の場

を提供し，しかも一家総働き的な形態に変化させ

てきたが，同時に典型的には，人口の地域間・産

業間移動による都市周辺農村地域での混住化と山

間地域等の過疎化をもたらしてきたといってよ

い。

　1990年農業センサスにおける東北地方の約60万

農家のうち専業はわずか8％でしかなく，6割近

くが第2種兼業農家である。しかも飯米確保程度

の農業経営しか行っていない農家が14％，8万6

千戸も存するようになっている。この自給的農家

には，脱農的農家のみならず年金等の収入を得つ

つ零細な農業経営にあるいわゆる高齢専業農家を

予想させるが，第一種兼業農家も加えれば農家の

9割方が農外に依存する状況下にあるといえる。

その結果，農外収入が増加して農家所得の向上が

実現されてきたが，他方で農業依存率の低下，農

業所得に．よる家計充足率の著しい低下となって現

れてきている。米の生産調整（減反）が開始され，

地方への工業導入が計られる70年代前半には，農

業所得率が60％まで低下するとともに，農業依存

率が50％を割り，今日では，東北全体の農業依存

率は17．6％の全国平均より高いものの24％程度で

しかない。家計充足率も30％台である注17）。

　日雇い・出稼ぎ中心であった農家の兼業は，70

年代後半以降恒常的勤務の形態に変化する。しか

し実際は日給・時間給の低賃金，そして，不安定

な労働条件下にあるが，むしろそのことが農家側

の農外就労の条件となり，企業・雇用者側にとっ

ての「低廉な労働力」という構図を依然として維

持してきた。さらに近年の農業人口の減少・中高

年化は当然のことながら兼業就業者の中高年化を

もたらしているが，同時に後継者不足や高齢専業

農家といった農家の担い手の問題を顕在化させて

いる。

　こうした状況を見るとき，地域開発による土木

建設工事や工場の地方進出はある面で農家の兼業

化を促進してきたことは事実であるが，兼業化が

深化する中で安定的就労の場を提供し後継者の地

元定着を可能にしてきたわけではない。例えば，

90年度の東北地方の農家子弟の新規高卒者約3万

9千人のうち就農者は200人にも満たず，しかも

就職者の約50％は他出している。さらに，農家の

ほぼ6割に16歳以上の在宅あとつぎがいるものの

農業が主であるあとつぎはわずか13．6％でしかな

い（『東北農林水産統計』1992年版）。後継者の農

業離れが進行しているだけではなく，若者の地元

定着が依然低調な状況にある。

　農家の兼業化や農家世帯員の農外就労，他出，

さらには，都市化の進展と混住化は農村家族を変

質させ，集落の諸機能の低下・変質をもたらして

きた。こうした戦後農村の変化は，いわゆる「い

え」の変容と「むら」の解体・「空洞化」と指摘

されてきた注18）。しかし，農村家族の変化を家族

の再生産機能の低下・停止，高齢化の進行，家族
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規模の縮小化（高齢核家族化，単独世帯化）とと

らえ，過疎化・離村による「むら」の解体・空洞

化を見るならば，都市近郊農村や平地農村よりも

山間部農村あるいは山村においてこそ地域社会g）

解体化ないしは空洞化がよりドラスチックに進行
してきたといえる注19）。

　林業ひいては山村が衰退・崩壊してきた背景と

して，燃料革命による薪炭製造の打撃，林業の機

械化・合理化による林業労働の変化，人口流出に

よる後継者難，そして安い外材輸入による国内林

業経営の行き詰まり，事業量の縮小・衰退等があ

る注20）。こうした山村社会の変容に拍車をかけて

きたのが振興の名のもとに進められてきた山岳道

路・大規模林道の建設に示される山村開発政策で

あった。つまり，山村振興は農業生産基盤の確立

と生活環境整備を目的としつつも，地域産業とし

ての林業の振興につながる具体的な方策を欠いた

まま「生活環境面における施設申心の事業を推進」

してきたと指摘される注21）。

　ところで東北地方の林野・森林の現況と，その

利用状況はどうであろうか。1990年現在での東北

の林野・森林は，約465万㌶のうち国有林と私有

林がそれぞれほぼ4～5割近くを占め，林種別で

は森林面積の40％が人口林である。1980年当時と

比べて国有林の割合には変動はないが，天然林が

60．8％，人工林36．6％であったことからこの10年

で天然林が21万7千㌶ほど減少している（以上，

『東北農林水産統計』1985年版および1992年版）。

　さらに森林の公益的形態は，森林の約30％が保

安林でそのうちの大半が水源かん養林，13％が自

然公園，そしてレクリエーション森林が2．4％で

ある。自然環境保全地域は東北全体でわずか0．4％

でしかない。では森林をどの程度文化・教育活動

に活用しているのかというと，体験実習林や研修

用に活用しているのが東北全体で103カ所，森林

スポーツ施設が606カ所，うちキャンプ場299カ所，

スキー場192カ所である。森林の利用は自然保護

とのかねあいが難しいとはいえ，近年とりわけス

キー場開発が目立ち，森林の環境保全機能と結び

付いた公共的利用が進んでいない現状にある二と

を指摘できる。

　ところで東北における林業経営は，林家数では

東北全体で35万9千戸だが，その8割近くが農家

林家で占められている。しかも保有山林規模別に

は5㌶未満が87％で，そのうち！㌶未満が全体の

50％にも上る。このような現状にある林家のおお

よその経営状態はというと，1戸当たり平均の粗

収益が約54万円，経営経費を差し引くと林業所得

は35万円にしかならない。100㌶以上の所有林家

でさえ86万円の所得である。しかし，この収益を

支えているのが所有規模の小さい林家はきのこ生

産で，面積規模が大きいほど育林や素材生産への

依存が高まるものの40％台どまりである。（『東北

農林水産統計』1992年版，PP150－151）。

　こうした状況を見るまでもなく林業の不振が叫

ばれ，過疎化による山村の解体・空洞化が進行し

ているが，それを打開する方策として林野庁は国

有林の有効利用を目的とするレクリエーションの

森制度（1972年）や緑のオーナー制度（国有林の

分収育林制度，1984年），ヒューマン・グリーン・

プラン（森林空間総合利用整備事業，1987年）等

の諸事業に着手してきた注22）。しかし，林業振興

の構想のもとにあるものの森林・山地開発が中心

であって，民有林も含めた林業の地場産業として

の振興や山村の地域社会としての発展・活性化に

ついて明確な展望を示してきたわけではない。ま

た，国土庁の山村振興対策において，国土審議会

の「新しい山村振興対策について」の意見書（1990

年9月）で，山村の生活基盤の整備，積極的な行

財政支援，農畜産物・林産資源の有効利用（「6

次産業」化），そして都市との交流推進等々の振

興策が提示されているが，これも地域の雇用確保，

都市と地方の所得再配分などを目的に地域の活性

化を目指すと指摘される注23），リゾート構想の文

脈に沿った振興内容である。

（2）福島県における地域的特質と地域振興策の

　　　展開

　福島県は1人当たりの県民所得，県内総生産と

もに東北6県の中でも宮城県に次ぐが，伸び率は

8．1％と東北で最も高い成長を示している注24）。

また，1990年国勢調査で人口の増加率カ、プラスと

なったのは宮城県（3．4％）と福島県（1．2％）の

みであった。このように，福島県は東北6県の中

でも上阜較的安定した県勢にあるといえるが，地

域・地帯別あるいは市町村別にはかなりの格差が

存する。また，産業構成の一端を産業別就業者の

割合でみても，全県的には第2次産業が33％で第

3次産業が47％，農林漁業は20％を割っている。

しかし，地域別には，第2次・3次産業の割合が
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高いのは浜通りであり（それぞれ37％，49％），

逆に会津地域は農業及び林業等の比率が22％と高

い。人口割合の高い中通りは実数上は全てにおい

て多数を占めるがほぼ県全体の傾向に近い注25）。

　ところで，福島県も東北各県同様に自給的農家

の割合が14％を越え，専業農家が減少して第2種

兼業農家率が非常に高くなっている。地域別では

中通り北部の専業率が14．2％と最も高く，次いで

会津が10％となっている。兼業内訳では恒常的勤

務の割合が全般的に非常に高く，第2種兼業農家

では8割にものぼる。

　このような農家の労働力構成を見ると，農業専

従者のいない農家が浜通りでは70％にも及ぶが，

中通りでは約50％，会津では57％程である。それ

に対して，中通り南部・会津では専従者が女性の

みである割合が12％，11％と高い。男性専従者の

いる農家でのあとつぎの専従割合は全体的に3－

5％と低い。しかも基幹的農業従事者では，男性

では50～64歳が47％，65歳以上が30％，女性では

50～64歳が54％にも達する。中高年に支えられた

農家の農業所得は，1戸当たり平均で119万3千

円，生産農業所得率は県平均で41．3％，地域別で

は浜通りが38％で最も低く，中通りが北部42．5％，

南部40．2％，会津が46．1％となっている注26）。

　福島県においても地域間格差が産業間格差を

伴って展開しているといえるが，それは産業構成

上比較的有利な条件下にある中通りに，農業中心

でしかも山間部地域の多い会津地方や阿武隈山地

が対置するという形でとらえられる。

　こうした地域間格差を解消すべく，1984年に策

定された福島県新長期総合計画において阿武隈地

域，猪苗代湖周辺地域，奥会津地域の振興を重視

することが示された。これらの地域はいずれも過

疎化の進行する山間地域であり，振興山村指定や

過疎地域指定の町村が多い地域である。福島県の

振興地域に指定されている自治体を表5によって

地域別にみると，過疎市町村は県全体の37％に及

び，さらに山村振興法指定は一部指定も含めると

半数を越える。地域的には過疎町村は会津地域の

8割近い町村，振興山村は浜通り・会津の7割の

市町村が対象となっている。さらに会津地域は全

ての自治体が豪雪地帯に，そのうちの60％が特別

豪雪地帯指定になっている。振興山村に指定され

ている地域は，耕地が少なく林野面積が多い

（87％）という地域的特徴はいうまでもなく，就

業者の3割は農業を中心とする第1次産業に就い

ている。

　また，地域別の人口構成を高齢化率で比較する

と，県平均が14．3％であるのに対し，中通り

13．2％，浜通り14．5％，会津18．0％である。会津

をさらに会津地域と南会津地域とに分けると，そ

れぞれ17．5％，22．0％で，南会津地域の高齢化率

が非常に高いことが明らかとなる（1990年国勢調
査）。

　このような地域的差異は所得や自治体の財政力

の面でも明らかで，とりわけ会津地域において著

しい。昭和61年度の一人当たりの分配所得が県平

均の188．6万円を上回っているのは県北と相双の

地区だけで，184万円の県央地区の他はほぼ170万

円台である。財政力指数（昭和60～62年度単純平

均）の点では県平均0．58に対して中通りがほぼ県

平均なみ，浜通りが0．8前後と高いが，会津地区

表5　福島県の振興地域指定

市町村数 過疎地域 振興山村 豪雪地帯 うち特別豪雪

中通り 47 9（19．1） 17（36．2） 3（6．4）
一

浜通り 15 3（20．0） 11（73．3）
一 一

会　津 28 21（75．0） 19（67．9） 28（100．O） 18（6213）

県　計 90 33（36．7） 47（52．2） 31（34．4） ユ8（20．O）

資料：福島県『地域振興対策事務提要』（1992年）より作成。

注（1）一部地域指定の自治体も含む。

　（2）（）はそれぞれ市町村合計に対する割合。
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0．45，南会津地区0．21と県平均の3分の1である。

自主的財源率（62年度）も県平均に対して会津地

区85％，南会津地区は47％である。しかも55年に

対する増減率の点で南会津地区はわずか1．96とそ

の低迷ぶりが一層際だっている。こうした状況か

ら福島県は県新長期総合計画に則って1987年に阿

武隈地域総合開発計画を策定し，次いで88年に会

津フレッシュリゾート構想，猪苗代湖周辺地域総

合開発基本計画，会津西北部地域活性化対策基本

計画を打ち出してきた。

　さらに，県の面積の7割近くを占める森林資源

を活用して林業を振興し山村の活性化を計るべ

く，1990年に「ふくしま森林・林業・木材産業振

興ビジョン」が策定されている。そこで示される

施策の方向としては，森林資源の充実と林道網の

整備，担い手の育成・確保，林産物の需要拡大と

供給体制の確立などであるが，要するに林野庁の

レクリエーションの森やヒューマン・グリーンプ

ランの諸事業，リゾート開発とタイアップさせて

押し進めようとするものである注27）。しかし，農

家林家が8割を占め，しかも林業就業者が図2の

ように1965年当時と比較して半分の4千人まで減

少し，しかも50代が42％，60歳以上も14％を占め

る形で高齢化が進行している状況下で，いかにし

て担い手を育成していくかという問題が横たわっ

ている。

皿「会津フレッシュリゾート」構想と自治体の対

応

（1）「会津フレッシュリゾート」構想の概要と

　　　策定経過

　福島県の「会津フレッシュリゾート」構想は，

1988年7月に三重県の「三重サンベルトゾーン」

構想，宮崎県「宮崎・日南海岸リゾート」構想と

ともに，リゾート法指定の第一号として総合保養

地域の承認を受けた。三重・宮崎両県の構想がゴ

ルフ場，マリーナを中心とする海浜性リゾートで

あるのに対し，福島県の構想はスキー場，ゴルフ

場を主体とする山岳性のリゾートを志向していた

注28）。その後，いわゆるバブル経済の崩壊，環境

保護運動の高まりなどリゾートを取り巻く環境が

変化する中で計画の見直しや一部中止，規模の縮

小などの動きが伝えられている。会津フレッシュ

リゾート構想においても当初の計画通りには事業

が進展してはおらず，むしろ計画の一部縮小や見

直しが見られる注29〕。まず，そもそもどの様な開

発構想であるか，以下で検討してみたい。

［整備地域］

　会津フレッシュリゾート構想に包接される地域

は図3に示すように，福島県の会津地方の東南域，

磐梯山周辺域から猪苗代湖，南会津の田島町に至

る2市5町1村に渡る広大な地域である。この中

千人
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／就業者数

：千一
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資料：国勢調査。

注：……29歳未満、一・30～39歳、

　　一一…50～59歳、一60歳以上。

1985年

一・、・…40～49歳、

図2　林業就業者数および年齢階層別割合の推移一福島県一
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表7　重点整備地区における主要プロジェクト

プロジェクト　専業主体 事業費

裏磐梯デコ平開発

　　（北塩原村）

横向高原開発

　　（猪苗代町）

磐梯清水平開発

　　（磐梯町）

会津田島リゾート

開発（田島町）

裏磐梯デコ平開発（株）

　　　［第3セクター］

横向高原リゾート（株）

　　　［第3セクター］

磐梯清水平開発（株）

　　　［第3セクター］

会津田島リゾート開発

（株）［第3セクター］

約245億円

約　23億円

約800億円

約100億円

約356ha。スキー場，ゴルフ場，ホテル

キャンプ場など。

約200ha。スキー場，ロッジなど。

約1，000ha。スキー場，ゴルフ場，ホテ

ル，コンドミニアムなど。

約3，400ha。スキー場等スポーツ施設。

ホテル，合宿所など。

に3つの類型毎に合計9つの重点整備地区が総面

積17万7，500㌶の規模で設定されている。その大

まかな内容は表6の通りであるが，磐梯山の南斜

面や裏磐梯地域のスキー場やゴルフ場を中心とす

る「ハイランドスキーリゾートゾーン」，猪苗代

湖周辺の湖水レジャー，ゴルフ場，観光牧場など

の「レイクサイドファミリーリゾートゾーン」，

そしてクアハウスや観光果樹園，スキー場を主体

とする下郷町・田島町の「ハイランドナチュラル

プレイリゾートゾーン」であり，それぞれの地域

にはリゾートホテル，コンドミニアム，コテージ

等が組み合わされる内容となっている（表7）。

このように，会津フレッシュリゾート構想は磐梯

山周辺及び会津若松市といった既存の観光地を軸

に開発拠点を複数設定して整備を進めていくとい

う構想である。

［整備の方針コ

　次に会津フレッシュリゾート構想の基本方針に

ついてその主な内容をみてみよう。福島県の担当

部局の説明によれば，「オールシーズンリゾート

ゾーン」の形成を目指して，①滞在型リゾートの

形成，②新しい定住空間の創出，③生活文化展開

の場としてのリゾート形成，④地域経済の発展を

促進するための「会津地方の戦略的開発拠点」と

いう位置づけがなされている。そして構想計画の

遂行には「民間事業者の企画力・経営力等を最大

限に活用」し，概ね10年間の事業対象期間，投資

額は推計約2，O00億円（民間べ一ス）である注30）。

　ところで，県の基本構想には単にレジャー関連

の施設整備にとどまらずに，まさに上記④の目的

に関係する事項が種々盛り込まれている。「公共

施設の整備の方針に関する事項」としてレジャー

活動の拠点となる施設の他に，地域の生活環境向

上や農林漁業の振興に必要な公共施設として一般

道の他に農道，林道，河川・砂防等の事業整備，

下水道，都市公園，港湾整備などが事業対象とし

て位置づけられている。さらに，「総合保養地域

の整備の一環として推進すべき産業の振興に関す

る事項」にはリゾート関連産業を地域の基幹産業

として育成していくと共に，農山村地域住民の就

業機会の確保，農地の流動化と中核農家の育成，

農業近代化施設の整備，林業構造改善事業や林道

整備，他場産業の活性化などが盛り込まれている。

つまり，一方で「自然環境の保全と調和」を計り

ながら観光化を押し進め，他方で「農林漁業の健

全な発展との調和」を合理的な土地利用の推進と

「“緑豊かなむらづくり運動”の展開」によって

実現していくという，スポーツレジャー施設と宿

泊施設作りのためのリゾート構想にからめて種々

の補助や助成によって農山村の振興事業を実施す

る地域開発構想というのが整備の方針であるとい
える注31）。

（2）「会津フレッシュリゾート」構想の策定経

　　　過と関連施策

　福島県がリゾート開発構想の策定に公式的に着

手するのは，「リゾート法」が1987年5月に成立

した直後，同法及び施行令が6月9日に公布・施

行されると同時であった。7月には副知事を長に

関係部長からなる会津フレッシュリゾート構想推

進本部を設直するとともに，8月には関係市町村

長からなる市町村協，議会を設置して全県的に取り
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組むことになる。そして12月にはリゾート構想の

基礎調査を国に提出することで実質的に名乗りを

あげ，翌88年5月に構想承認を正式に申請した。

7月に会津フレッシュリゾート構想が承認される

と，県・市町村の他に地域関係諸団体（商工会議

所・商工会，観光協会，農協，森林組合など）や

開発をする民間事業者などからなる会津フレッ

シュリゾート構想推進会議を組織して，官民挙げ

て事業を推進する体制がとられた。

　しかし，リゾート構想につながる県の動向とし

ては，1985年の福島県新長期総合計画における県

内の地域間格差，過疎・過密問題を解消するため

の方策，具体的には財政援助の重点配分による地

域活性化と過疎化からの脱却等の地域開発施策

と，86年承認の「国際観光モデル地域」等が「統

一化されたもの」ととらえることができる注32）。

［景観対策］

　ところで，福島県はリゾート構想に関連する施

策として，89年9月に「リゾート地域景観形成条

例」（7月制定）を施行するとともに，12月には「リ

ゾート地域の計画形成に関する基本方針」を出し

ている。リゾート地域における景観の意義を明示

しリゾート開発に伴う乱開発を防止して自然景観

を保全するとともに，住民，滞在者，事業者，市

町村，県の役割主体ごとの景観形成活動を位置づ

け，そのための役割やさらには大規模な建設行為

の規定等の指針が定められている注33）。さらに重

要なのは，「市町村は，県が実施するリゾート地

域における景観形成に関する施策とあいまって，

当該市町村の特性を生かした景観形成を推進する

ための施策を策定し，及びこれを実施するよう努

めるものとする」（「景観形成条例」第三条）と，

開発規制を市町村段階においても実施することを

明確にしている点であろう。

［水質環境対策］

　次に環境保全関連として水質に関する施策を見

ると，福島県議会の環境対策特別委員会が1990年

12月に県議会議長に提出した「報告書」に水質保

全に関する事項として，猪苗代湖及びその周辺水

域の水質保全施策の推進を提案している注34）。湖

沼の水質対策については，すでに89年度より「猪

苗代湖・周辺水域水質保全基礎調査事業」がス

タートし，91年3月には水質の解析結果に関する

報告書が出されている。次いで91年度より「裏磐

梯湖沼水質保全基本構想策定事業」が開始されて，

裏磐梯地域の湖沼の水質を保全するための方針及

び施策の方向が92年3月に示された。

　その第1は，森林・原野の保護・育成のために

「適正な土地利用対策を推進する」こと。第2は

河川や湖沼の生態系バランス維持のため「自然湖

岸，湖岸の植生の保護など，自浄機能の維持・向

上を推進する」こと。第3に排水の集合処理，合

併処理，．高度処理など「発生源対策の推進」。そ

して，第4として水質浄化活動への参加や水質保

全思想の普及・啓発という「環境教育の推進」。

最後に調査・研究機能の整備・充実を推進するこ

とである注35）。つまり，概ね水質環境基準に適合

しているものの年々水質汚染が進行しつつある裏

磐梯地域の湖沼の現況を踏まえ，会津フレッシュ

リゾート構想の進展に伴って観光客が増加するで

あろう将来動向から湖沼環境を保全して良好な自

然を維持し，さらに開発との調和を計っていこう

とするものである。

（3）「会津フレッシュリゾrト」構想関係自治

　　　体の対応

　ところで，会津フレッシュリゾート構想に関係

する自治体の取り組みは必ずしも一律的な展開状

況にあるわけではない。リゾート法施行以前から

観光地として知られている，いわば先発地域であ

る猪苗代町・磐梯町・北塩原村・田島町などに対

して，河東町・下郷町・郡山市（湖南地域）・会

津若松市（背あぶり高原地域）では立ち上がりの

遅いことが指摘されている注36〕。とはいえ，これ

は重点整備地区の開発動向に限ってみた場合で

あって，表7に示したように9地域のうちの田島

町を除く，しかも現段階で具体的な開発が押し進

められている3地域では第三セクター方式による

開発がかなりの進展を示している。

　こうした取り組みの差異は，先に述べた県の「景

観形成条例」への対応の違いとなっ一て現れている。

市町村の景観形成施策が求められているが，例え

ば，北塩原村の「北塩原村開発事業者指導要項」

（1990年策定）はこれに応じたものであった。そ

れに対して猪苗代町は他に先駆けて策定したとは

いえ，当初独自の開発の指針を持たなかったため

に景観的に問題を有するリゾートマンションの建

築をみすみす許してしまい，後追い的に建築物の

高さを盛り込んだ「猪苗代町まちづくり指導要項

（開発指導要項）」を89年9月に制定している。
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景観対策や指導要項は，こうした具体的な動きの

中でその対策・策定が急がれたものである。

　北塩原村の「開発事業指導要項」では計画制限

区域が明確にされ，建築物の高さ制隈（国立公園

内15m以下，それ以外25m），集合住宅建築の制限，

適用範囲が村内全域とするなどが規定されてい

る。また，猪苗代町の「まちづくり指導要項（開

発指導要項）」では建築物の高さ制限が地域毎に

25m以下，20m以下，15m以下とされ，ゴルフ

場の開発基準，開発事業基準（取り付け道路や給

排水施設，ゴミ処理施設，緑地や日照など），さ

らに開発事業に合わせた開発設計基準など1開発

に対する規制が細かく規定されている。

　こうした規制は民間業者の開発を行政的にコン

トロールして乱開発を防止するものであるが，そ

の実効性の点においては若干疑問とせざるを得な

い。というのも，そもそもリゾート指定に関わり

なく開発が本格化する以前に策定しておくべきも

のであり，また，第三セクターが開発事業主体で
あっても実質的に事業提携の民聞企業が主違し，

資金・プランにおいても自治体は外部の民間資本

に全面的に依存せざるを得ないという点注37），あ

るいは開発や整備そのものが自然環境の破壊や汚

染，景観破壊を本質的に伴うといった矛盾を抱え

ているからである。また，開発には特定の政治カ
カ刊動く注38）。

　他方，会津フレッシュリゾート構想エリア内で

あっても重点整備地区外となっている地域をみる

と，開発・整備構想としては白紙に近い状況であ

る。例えば，裏磐梯地域の檜原湖北岸地区はハイ

ランドリゾートゾーンの域外でありかつ裏磐梯デ

コ平地域からもはずれているが，北塩原村自体が

明確な開発構想・計画を現時点では示してはいな

い。地区全体が五色沼を中心とする裏磐梯の中心

部の観光化から取り残されている感のある中で，

3集落のうち1集落は民宿経営や農産物の直接販

売などかなり積極的な対応を見せているのに対

し，他の2集落は過疎化・高齢化が進展する中で

かろうじてスキー場や土木建設作業の雇用など，

季節的で不安定な農外就労に活路を見いだしてい

る段階にある。

小括

　大規模プロジェクトヘの反省で生まれた「定住

構想」（3全総　1977年），「多極分散型国土の構築」

を標祷した4全総（1987年），内需拡大・「時短」

の外圧に応えた「リゾート法」（1987年），これら

は開発に取り残された地域の新たな開発をめざ

し，「地方の時代」を実現しようとした国策であっ

た。

　uで見たように，農林業にかわる産業の進行を

地方に！というこうした国策の流れは，「中央一

地方」のみならず地域内での格差を前提として，

「民間活力」をもってさらなる開発を志向したも

のといえよう。ハードづくりを中心とした経済中

心の開発政策であることは，国土総合開発法制定

（1950年）以降の開発計画と軌を一にしている。

地域振興の「最後の切札」といわれるリゾ丁ト明

準舌ま｛．くg計画の主要な部、分に大規模な

スポーツ施設建設を伴っている。この点に着目す

る必要があるだろう。今，地方に目を向けると，

スポーツ・レジャーの問題を社会学的に探求する

課題は山積みしているといってよい。地域開発を

スポーツ・レジャーの視点から究明することが，

「過剰」な開発を止め，オールタナティブを提示

していく実践にも繋がっていくだろう。

　「リゾート法」に象徴されるのは，スポーツの

発展を背景として，レジャー開発が大規模なス

ポーツ施設建設を伴った「地方」振興策として，

顕在化したことといえるだろう。スポーツ市場の

拡大は，日本の産業構成の大きな変化の中で，特

定のスポーツ種目の部門で際立っていることも注

意する必要がある。

　サービス産業化する日本社会の変動の中で，東

北地方の山間僻地は今大きく変貌を迫られてい

る。農林業の衰退を一方で促しつつ，他方でスポー

ツ・リゾートの開発を国策をもって進めようとい

う政策動向は，大変明瞭な軌跡を示しつつあると

いえよう。リゾート法の適用を積極的に進めるこ

とが可能となった福島県のリゾート「重点整備地

区」は，産業構成上の差を伴った地域間格差を反

映して会津地方の諸市町村を覆っている。この「会

津フレッシュリゾート」構想は，全国・東北地方

の動向と同様に，スキー場・ゴルフ場を中核とし

てスポーツ・リゾートの建設をめざしている。

　さて，こうした潮流の中で，同様に開発の網に

掛かっていても開発が進む地区とそうでない地

区，さらには取り残される阿武隈山系の村々と

いった新たに創りだされる「格差」の問題が今後

議論される必要があろう。さらに，統計的に把握
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された構造変動のみならず，地域住民の生活現実

の中から，こうした大規模なスポーツ・リゾート

開発が必要なのか，それが問題を抱えるとするな

らばどのようなもう一つの「開発」が可能なのか

という現実的な問いがなされなくてはならないだ

ろう。

　こうした諸問題については，いずれも第2報以

降の課題として残されている。しかし，次の指摘

は明記しておく必要がある。

　「『自然』そのものが『公共財』であることが

法的に認められないと，資源の生産と開発のため

に人間は白然を破壊し続け，やがては滅びていく

であろう注39）」という警鐘は決して誇張ではない。

我々が，開発一辺倒の社会から次にどんな社会を

構築していくかは，地域の暮らし全体を見据えて

考えていく必要がある。

註

（1）本稿を含めた今後一連の論考の性格につい

　　て述べれば，研究蓄積の歴史を異にした領域

　　を接合しようとする事からくる様々な問題点

　　（不整合）が，今後の報告で散見されるかも

　　しれない。知識社会学的課題については，本

　　テーマの一連の報告で深めることはできない

　　が，P・ブルデューの指摘は研究の出発に際

　　してどうしても考慮しておかなければならな

　　い点であろうと思う。つまり，「スポーツ」

　　がおかれた歴史・社会的な背景と社会学諸領

　　域の「知」の問題が，社会学研究者をスポー

　　ツやレジャー（リゾートを含めて）といった

　　対象から遠ざけ，体育学研究者を地域社会そ

　　のものの変動に目を向けることを騰踏させて

　　きた。（P・ブルデュ」「スポーツ社会学の

　　ための計画表」『構造と実践』P．272参照。）

　　「スポーツ社会学者はいわば二重に被支配

　　的」という彼の指摘は，知識社会学，「身体（か

　　らだ）と精神（ことば）の杜会学」領域で，

　　スポーツの社会学的究明を要請している。

　　P・ブルデューのチャレンジに対しての回答

　　は，北米でも日本でも今漸く開始されたばか

　　りであり，大きな課題として我々の眼前にあ

　　る。

（2）公害先進国という汚名を糧として，日本の

　　企業は脱硫装置を始めとして，公害防止の技

　　術力を世界のトップに押し上げた。しかし，

　杜会学は大きく出遅れ，この現実からつきつ

　けられた課題（公害問題の社会学）に漸く

　組織的対応を始めたばかりである。しかしな

　がら，鶴見和子の水俣研究（色川大吉他『水

　俣の啓示』筑摩書房），飯島伸子の公害の杜

　会学的研究，鳥越暗之・嘉田由紀子らの環境

　問題の社会学をめざして主張された「生活環

　境主義」（『水と人との環境史』『環境問題の

　社会理論』共に御茶ノ水書房），船橋晴俊・

　長谷川公一らの高速交通がもたらす公害問題

　研究などが「現物の社会学」（第一回環境杜

　会学研究記念大会　法政大学1990年5月での

　鈴木広の用語）ともいうべき新たな環境杜会

　学の領域を創りつつある。また，筆者らの『有

　機農業運動の地域的展開』（家の光．1991年）

　も，こうした社会学の新しい流れに貢献する

　ことを意図している。

（3）内田隆三は，産業システムそのものが創り

　だした「空無な力」が＜カネ＞＜死＞＜性＞

　に「遊び」を産みだし，「過剰」を発生して

　いくメカニズムをM・フーコーによりなが

　ら論証している。それは，単に人間の「欲望」

　が産みだすものではなくシステムの問題とし

　て，また，そのシステムと実践に介在する身

　体技術と身体空間の変容が権力と繋がって実

　態化してくることを述べている。

　　　「過剰が本当に過剰であるのは，それが如

　何なる特定の要求や利害も反映していないこ

　とにおいてである…中略…その戯れはその本

　質的な窓意性において過剰なのである。」『消

　費社会と権力』（岩波書店1987）P270。この

　氏の指摘は，スポーツが自然破壊を引き起こ

　す社会問題を考察する時に，重要な論拠を提

　供するだろう。のみならず，スポーツのもつ

　象徴的な力と身体の政治技術論との関連につ

　いても多くを教えてくれる。ブルデュー社会

　学と共に我々の一連の実証的研究がよってた

　つ理論的根拠を与えてくれる。この理論的整

　理については別稿で論ずることになろう。

（4）鵜飼照喜「リゾート開発という名の環境破

　壊」『エコノミスト』’90．1．16．P81

（5）その一例として，東京佐川が介在した埼玉

　県のゴルフ場の事例の異常さを我々は刮目し

　てみるしかない。450万円の株式が1600倍に

　大化けして，なおかつ75億円で買った最終業
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一膨れあがるゴルフ場経営権

1991年　ゴルフ場開発会社への売却

1990年
東京佐川急便の融資額

I一

1988年
金融会社の融資額

1986年会社設立
資本金1000万円のうち
450万円出資

」　．　■■

（出典：朝日新聞　1992年4月11日付）

　者に「値打ちがある」といわしめる構図は，

　異常としかいいようがないだろう。（次頁図

　参照）

（6）保母武彦「内発的発展論」『地域経済学』

　（有斐閣　1990P330）

（7）伊東光晴「地方分散が東京集中を招く一地

　方と中央の新しい関係を考える一」『世界』

　1988年7月号P．27
（8）同上　P．30

（9）宮本憲一『環境経済学』（岩波書店1989PP．

　21）水，土地，空気等の資源が無料であると

　いうイデオロギーが，自動車同様リゾート建

　設をめぐる杜会的費用を依然として外部化し

　てしまっている。自動車については，宇沢弘

　文『自動車の社会的費用』（岩波書店　！974）

　参照。白動車を前提とした都市計画が都市の

　生活環境を悪化させ，その代償として地方の

　リゾートを望むとしたら，それこそ宇沢のい

　う「日本社会の現代的貧困」以外何ものでも

　ないだろう。

（10）宮本憲一『地域開発はこれでよいか』（岩

　波書店1973）P．190

（11）宮本憲一『環境経済学』岩波書店　1989PP．

　296－302，宮本憲一・横田茂・中村剛治郎編

　　『地域経済学』（有斐閣1990）P．332。（）

　内筆者加筆。

（12）日本世論調査会による調査（1990年12月「定

　住環境世論調査」）全国250ヵ所20歳以上3000

　人を層化二段無作為抽出法。回答1993人（女

　性53．5％，男性46．5％）。『福島民報』1991年

　1月4日付
（13）層化多段無作為抽出法　全国満15歳以上の

　男女3000サンプル。有効回収数　2474（回収

　率82．5％）『日本人のリゾートイメージ』

　　（日本観光協会　198910）リゾートでのゴ

　ルフ志向は予想より大変低く，首都圏・中京

　圏・阪神圏でのゴルフ場開発ブームを考える

　と，いずれこうしたリゾート地のゴルフ施設

　荒廃が報じられるのではないだろうか。

（14）通産省政策局編『スポーツビジョン21』

　1990P53。『レジャー白書』のデータにスポー

　ツ放送，スポーツ新聞，スポーツ雑誌，スポー

　ツ書籍，スポーツドリンク，スポーツ会員権

　売買手数料，スポーツ旅行などの市場を推定

　して加えた数字。

　　スポーツ市場・スポーツ人口は，それ自体

　が大きな研究課題であるが，スポーツ社会学

　の研究者はこのテーマを追求して来なかっ

　た。実態把握は急務であろう。

（15）河相一成・宇佐美繁編『みちのくからの農

　業再構成』（講座日本の社会と農業　2　東

　北編）日本経済評論社，1985年，P38。

（16）農業機械化の進展による東北の農業生産の

　性格変容については，例えば，河相一成「労

　働市場の展開による東北農業の変貌」（吉田

　寛一編『労働市場の展開と農民層分解』農文

　協，1974年）を参照。

（17）前掲『みちのくからの農業再構成』212－214，

　および『東北農林水産統計』（1992年）P．P．

　68－69。

（18）蓮見音彦『苦悩する農村』有信堂，1990年，

　P206。
（19）山村労働力の変化や猿害による「村くずし」

　といった山村の実態については，内山節編

　　『＜森林社会学＞宣言』（有斐閣，1989年）

　の事例を参照。また農村全般がそうであるが，

　とりわけ山村や山間部農村では世帯主夫婦の

　高齢化とあとつぎの結婚難とが深刻な問題を

　投げかけている。例えば，松岡昌則『現代農

　村の生活互助一生活協同と地域社会関係一』

　　（御茶の水書房，1991年）や，佐藤守他『長
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　寿社会一高齢者と地域社会一』（多賀出版，

　1992年）などを参照。

（20）例えば，森巖夫「日本林業における労働問

　題」（菅野俊作・我孫子麟編『国家独占資本

　主義下の日本農業』農文協，1978年）を参照。

（21）日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員

　会編『森林の明日を考える』1991年，有斐閣，

　P88。

（22）この他に，林野庁は近年の自然保護運動の

　高揚から種々の保護林の設定を行ってきた。

　その一つが知床半島や白神山地に代表される

　　「森林生態系保護地域」である。91年現在12ヵ

　所（約140万㌶）が指定されており，さらに

　94年までに14ヵ所が追加設定される予定であ

　る。このほかに「材木遺伝資源保存林」（313ヵ

　所，約8，900㌶，91年4月現在，以下同）「植

　物群落保護林」（15／ヵ所，約44，000㌶）「特

　定動物生息地保護林」（6ヵ所，1，380㌶）「郷

　土の森」（7ヵ所，665㌶）などがあるが，こ

　れらはいわば一種の囲い込みであり，逆に保

　護指定地域外の森林の伐採や開発による山地

　破壊が公然化されて進むことが懸念される。

（23）室谷正裕「リゾート法の概要とその運用」

　　『ジュリスト』973．1991年2月15日号，13頁。

（24）1988年度で1人当たりの県民所得は宮城県

　が220万6千円，福島県216万8千円，山形県

　197県4千円，秋田県，岩手県，青森県（182

　万3千円）の順である。県内総生産も宮城県

　が5兆4，800億円，福島県5兆2，280億円，岩

　手県2兆9，070億円，以下，青森県，山形県，

　秋田県（2兆4，800億円）である。

（25）なお，福島県の地域区分は行政統計関係で

　は，大きく中通り，会津，浜通りに地方区分

　され，さらに中通りは県北・県中・県南の各

　地域に，会津は会津と南会津（南会津郡）に，

　浜通りはいわき（いわき市）と相双の地域に

　区分される。ただし農業地域区分では，中通

　りだけが福島市を中心とする北部とそれ以外

　の南部とに分けられ，若干のズレが存する。

（26）以上，『福島県農林水産統計年報』（1990～

　91年版）より。

（27）福島県『ふくしま森林・林業・木材産業振

　興ビジョン』1990年8月，PP15－23。

（28）Iで分析したように，1988年10月時点で国

　に基礎調査資料を提出していた17府県のリ

　ゾート構想は，おしなべてゴルフ場を軸に，

　山岳・山間型はスキー場・ホテル，海浜・湖

　岸型はマリーナ・ホテルが組み合わされてい

　る。（『リゾート地域整備一制度と構想事例一』

　公共投資ジャーナル社，1988年）

（29）1992年5月25日付『朝日新聞』（東北特別版）。

　また，福島経済研究所『福島の進路』121．

　1992年9月号。

（30）以上，福島県企画調整部地域開発課「会津

　フレッシュリゾートについて」（前掲『福島

　の進路』77．1988年2月号）。

（31）以上，福島県「総合保養地域の整備に関す

　る基本構想　会津フレッシュリゾート構想」

　　（前掲『リゾート地域整備一制度と構想事例

　一』）より。

（32）石井雄二「会津フレッシュリゾート構想下

　の農家民宿の存立条件」『日本の農業』180．

　1991年，農政調査委員会，P47。

（33）この基になったのが89年5月にまとめられ

　た学識経験者・県議会議員・マスコミ関係者

　など10名からなる「福島県リゾートにおける

　景観を考える懇談会」の「リゾートにおける

　景観対策の基本的方向について」の提言であ

　る。

（34）福島県議会『調査資料』No8（1991年3月），

　PP35－36o

（35）福島県保健環境部公害規制課編『裏磐梯湖

　沼水質保全基本構想』（1992年3月），PP

　67－68。

（36）前掲『福島の進路』86．1989年！1月号。

（37）デコ平開発や猪苗代スキー場開発など第3

　セクターの持株出資比率が計画段階では判で

　押したように自治体が51％となっているが，

　開業時には，例えば，裏磐梯猫魔スキー場で

　は51％から12．5％に，横向スキー場開発は

　13％と比率が低下している。

（38）国立公園内の建築物の高さ制限に対して，

　某国会議員が環境庁に圧力をかけて檜原湖畔

　に建設中のホテルの高さを21mで認可させた

　こと（1992年4月1日付『河北新報』朝刊）

　や，本来工作物の設置が禁じられているはず

　の第一種特別地域（特別保護地区に準ずる地

　域）である湖岸域の同ホテルに続く部分を庭

　園風に大幅に改造していることが現認できる

　ことでも明らかであろう。
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（39）山村恒年『自然保護の法と戦略』有斐閣

　1989年P58

付記

　本研究は，日本生命財団助成研究「『スポーツ

の現代化」と地域開発の課題一生態系破壊のリス

ク認識と村落社会の変容に関連して一」の一部で

ある。なお，「地域」への視角等に関した理論的

な整理，及び裏磐梯地区での調査研究については

日本生命財団への報告書を初めとして，今後順次

公刊して行く。さらに，本稿作成にあたり整理，

参照した各種統計については，紙数の関係で本文

中には掲載できなかった。こうした基礎的な統計

については，松村和則・佐藤利明・佐藤大介編著

『研究資料：「スポーツの現代化」と地域開発の

課題』（筑波大学「スポーツの現代化」研究会刊）

として1992年12月に公刊された。

【執筆分担：小序・I・小括…松村，1・皿…佐

藤。全体の調整は松村が行った。1


